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「食品表示基準について」の一部改正について 

 

「食品表示基準について」（平成 27 年３月 30 日付け消食表第 139 号消費者庁次長通

知）における「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」では、食品表示基準（平成 27年

内閣府令第 10号）別表第 14に掲げる特定原材料の検査方法等について、詳細を定めてい

ます。本日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令（令和５年内閣府令第 15 号）が公

布され、別表第 14 に「くるみ」が追加されたことから、検査方法の追加等を行うことと

しました。 

つきましては、別紙新旧対照表のとおり「食品表示基準について」の一部を改正しまし

たので、関係者に対する周知をお願いします。 

 


